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会　　　　計　　　　名
令和４年度  
当初予算額

令和３年度  
当初予算額

差引増減額 比　　較（%）

（Ａ） （Ｂ） （Ａ）－（Ｂ） （Ａ）/（Ｂ）

用品調達等集中管理事業特別会計 1, 875, 980 1, 788, 337 87, 643 104. 9%

公 債 管 理 特 別 会 計 64, 492, 220 62, 630, 082 1, 862, 138 103. 0%

給 与 集 中 管 理 特 別 会 計 27, 657, 724 28, 114, 690 △ 456, 966 98. 4%

国民健康保険運営事業特別会計 54, 350, 144 52, 870, 357 1, 479, 787 102. 8%

母子父子寡婦福祉資金貸付事業 
特 別 会 計

51, 683 34, 184 17, 499 151. 2%

中小企業近代化資金助成事業特別会計 42, 984 55, 816 △ 12, 832 77. 0%

就農支援資金貸付事業特別会計 26, 528 30, 969 △ 4, 441 85. 7%

林業・木材産業改善資金助成事業 
特 別 会 計

50, 990 61, 130 △ 10, 140 83. 4%

県 営 林 事 業 特 別 会 計 116, 721 118, 165 △ 1, 444 98. 8%

県営境港水産施設事業特別会計 244, 192 248, 678 △ 4, 486 98. 2%

沿岸漁業改善資金助成事業特別会計 20, 223 50, 357 △ 30, 134 40. 2%

港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計 110, 800 75, 936 34, 864 145. 9%

収 入 証 紙 特 別 会 計 10, 000 1, 314, 474 △ 1, 304, 474 0. 8%

県 立 学 校 農 業 実 習 特 別 会 計 63, 659 60, 243 3, 416 105. 7%

育 英 奨 学 事 業 特 別 会 計 880, 158 648, 166 231, 992 135. 8%

第四　令和４年度特別会計の概況

　（総　　括）
（単位　千円）
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会　　計　　名

歳　　　　　　　　　　出 歳 　　　　　　　　　　　　　　　　　　入

概　　　況　　　説　　　明
予　算　額

内　　　　　　　　　　　訳

予　算　額

内　　　　　　　　　　　訳

職員給与費 元利償還金 そ　の　他 事　業　費 国庫支出金
他会計からの

繰　越　金 事業収入 そ　の　他
借　入　金 繰　入　金

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

（総　務　部）

用 品 調 達 等 集 中 
管理事業特別会計

1, 875, 980 1, 875, 980 1, 875, 980 1, 875, 959 21

事務用品、石油製品及び庁用自動車の管理並び

に電話、庁用冷暖房、文書事務及び庶務事務等

の集中管理を行うために必要な経費である。

１　用品調達事業費　　　　　　　  464, 240
２　自動車管理事業費　　　　　　  232, 742
３　集中管理事業費　　　　　　  1, 178, 998
　　　合　　　計　　　　　　　  1, 875, 980

公債管理特別会計 64, 492, 220 64, 411, 916 80, 304 64, 492, 220 50, 479, 300 14, 012, 920

県債の発行及び償還に必要な経費である。

１　元　　　金　　　　　　　　61, 128, 232
２　利　　　子　　　　　　　　  3, 283, 684
３　公 債 諸 費　　　　　　　　　　80, 304
　　　合　　　計　　　　　　　64, 492, 220

給 与 集 中 管 理 
特 別 会 計

27, 657, 724 27, 657, 724 27, 657, 724 27, 657, 724
職員給与費の支払事務の集中管理に必要な経費

である。

（福祉保健部）　

国民健康保険運営 
事 業 特 別 会 計

54, 350, 144 54, 350, 144 54, 350, 144 17, 082, 530 3, 284, 894 42, 602 33, 940, 118

国民健康保険事業を行うために必要な経費であ

る。

１　国民健康保険運営事業費　　54, 248, 911
２　総　務　費　　　　　　　　　　91, 233
３　予　備　費　　　　　　　　　　10, 000
　　　合　　　計　　　　　　　54, 350, 144

（子育て・人財局）

母子父子寡婦福祉資金 
貸 付 事 業 特 別 会 計

51, 683 13, 050 38, 633 51, 683 2, 516 13, 050 36, 117

母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づき、母子

家庭等及び寡婦に対し、経済的自立の援助と福

祉を増進するため、資金の貸付事業を行うため

に必要な経費である。

１　貸　付　金　　　　　　　　　　36, 055
２　貸付償還事務費　　　　　　　　  2, 578
３　償　還　金　　　　　　　　　　  6, 770
４　一般会計繰出金　　　　　　　　  6, 280
　　　合　　　計　　　　　　　　　51, 683
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会　　計　　名

歳　　　　　　　　　　出 歳 　　　　　　　　　　　　　　　　　　入

概　　　況　　　説　　　明
予　算　額

内　　　　　　　　　　　訳

予　算　額

内　　　　　　　　　　　訳

職員給与費 元利償還金 そ　の　他 事　業　費 国庫支出金
他会計からの

繰　越　金 事業収入 そ　の　他
借　入　金 繰　入　金

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

（総　務　部）

用 品 調 達 等 集 中 
管理事業特別会計

1, 875, 980 1, 875, 980 1, 875, 980 1, 875, 959 21

事務用品、石油製品及び庁用自動車の管理並び

に電話、庁用冷暖房、文書事務及び庶務事務等

の集中管理を行うために必要な経費である。

１　用品調達事業費　　　　　　　  464, 240
２　自動車管理事業費　　　　　　  232, 742
３　集中管理事業費　　　　　　  1, 178, 998
　　　合　　　計　　　　　　　  1, 875, 980

公債管理特別会計 64, 492, 220 64, 411, 916 80, 304 64, 492, 220 50, 479, 300 14, 012, 920

県債の発行及び償還に必要な経費である。

１　元　　　金　　　　　　　　61, 128, 232
２　利　　　子　　　　　　　　  3, 283, 684
３　公 債 諸 費　　　　　　　　　　80, 304
　　　合　　　計　　　　　　　64, 492, 220

給 与 集 中 管 理 
特 別 会 計

27, 657, 724 27, 657, 724 27, 657, 724 27, 657, 724
職員給与費の支払事務の集中管理に必要な経費

である。

（福祉保健部）　

国民健康保険運営 
事 業 特 別 会 計

54, 350, 144 54, 350, 144 54, 350, 144 17, 082, 530 3, 284, 894 42, 602 33, 940, 118

国民健康保険事業を行うために必要な経費であ

る。

１　国民健康保険運営事業費　　54, 248, 911
２　総　務　費　　　　　　　　　　91, 233
３　予　備　費　　　　　　　　　　10, 000
　　　合　　　計　　　　　　　54, 350, 144

（子育て・人財局）

母子父子寡婦福祉資金 
貸 付 事 業 特 別 会 計

51, 683 13, 050 38, 633 51, 683 2, 516 13, 050 36, 117

母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づき、母子

家庭等及び寡婦に対し、経済的自立の援助と福

祉を増進するため、資金の貸付事業を行うため

に必要な経費である。

１　貸　付　金　　　　　　　　　　36, 055
２　貸付償還事務費　　　　　　　　  2, 578
３　償　還　金　　　　　　　　　　  6, 770
４　一般会計繰出金　　　　　　　　  6, 280
　　　合　　　計　　　　　　　　　51, 683
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会　　計　　名

歳　　　　　　　　　　出 歳 　　　　　　　　　　　　　　　　　　入

概　　　況　　　説　　　明
予　算　額

内　　　　　　　　　　　訳

予　算　額

内　　　　　　　　　　　訳

職員給与費 元利償還金 そ　の　他 事　業　費 国庫支出金
他会計からの

繰　越　金 事業収入 そ　の　他
借　入　金 繰　入　金

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

（商工労働部）
 
中小企業近代化資金 
助成事業特別会計

42, 984 5, 962 15, 014 22, 008 42, 984 21, 907 280 20, 797

独立行政法人中小企業基盤整備機構法に基づ

き、県内中小企業者の事業の共同化等を推進す

るため、資金の貸付事業を行うために必要な経

費である。

１　中小企業高度化資金　　　　　　20, 592
２　貸付事業運営費　　　　　　　　  1, 416
３　諸　　　　　費　　　　　　　　20, 976
　（1）償　　還　　金　　　　　　　  5, 962
　（2）繰　　出　　金　　　　　　　15, 014
　　　合　　　計　　　　　　　　　42, 984

（農林水産部）
 
就農支援資金貸付 
事 業 特 別 会 計

26, 528 16, 986 9, 329 213 26, 528 13, 574 12, 954

青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関

する特別措置法に基づく就農支援資金及び農業

改良資金貸付金の償還金の適切な管理を行うた

めに必要な経費である。

１　償　還　金　　　　　　　　　　16, 986
２　繰　出　金　　　　　　　　　　  9, 329
３　貸付事務費　　　　　　　　　　　  213
　　　合　　　計　　　　　　　　　26, 528

林 業・ 木 材 産 業 
改善資金助成事業 
特 別 会 計

50, 990 50, 990 50, 990 988 22, 243 27, 759

林業・木材産業改善資金助成法に基づく林業・

木材産業改善資金の貸付事業を行うために必要

な経費である。

１　林業・木材産業改善資金　　　　50, 000
２　貸付事務費　　　　　　　　　　 　990
　　　合　　　計　　　　　　　　　50, 990

県営林事業特別会計 116, 721 34, 710 36, 731 45, 280 116, 721 11, 377 87, 709 1 17, 334 300

森林資源を培養し、国土の保全と県有財産の造

成を目的とする県営林事業を行うために必要な

経費である。

　保育面積　37. 7ha

県営境港水産施設 
事 業 特 別 会 計

244, 192 16, 773 30, 896 196, 523 244, 192 36, 354 76, 816 1 122, 881 8, 140

境漁港の水産物流通の円滑化を図る県営境港魚

市場の運営に必要な経費である。

１　魚市場事業費　　　　　　　　  213, 296
２　公　 債 　費　　　　　　　　　30, 896
　　　合　　　計　　　　　　　　  244, 192
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会　　計　　名

歳　　　　　　　　　　出 歳 　　　　　　　　　　　　　　　　　　入

概　　　況　　　説　　　明
予　算　額

内　　　　　　　　　　　訳

予　算　額

内　　　　　　　　　　　訳

職員給与費 元利償還金 そ　の　他 事　業　費 国庫支出金
他会計からの

繰　越　金 事業収入 そ　の　他
借　入　金 繰　入　金

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

（商工労働部）
 
中小企業近代化資金 
助成事業特別会計

42, 984 5, 962 15, 014 22, 008 42, 984 21, 907 280 20, 797

独立行政法人中小企業基盤整備機構法に基づ

き、県内中小企業者の事業の共同化等を推進す

るため、資金の貸付事業を行うために必要な経

費である。

１　中小企業高度化資金　　　　　　20, 592
２　貸付事業運営費　　　　　　　　  1, 416
３　諸　　　　　費　　　　　　　　20, 976
　（1）償　　還　　金　　　　　　　  5, 962
　（2）繰　　出　　金　　　　　　　15, 014
　　　合　　　計　　　　　　　　　42, 984

（農林水産部）
 
就農支援資金貸付 
事 業 特 別 会 計

26, 528 16, 986 9, 329 213 26, 528 13, 574 12, 954

青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関

する特別措置法に基づく就農支援資金及び農業

改良資金貸付金の償還金の適切な管理を行うた

めに必要な経費である。

１　償　還　金　　　　　　　　　　16, 986
２　繰　出　金　　　　　　　　　　  9, 329
３　貸付事務費　　　　　　　　　　　  213
　　　合　　　計　　　　　　　　　26, 528

林 業・ 木 材 産 業 
改善資金助成事業 
特 別 会 計

50, 990 50, 990 50, 990 988 22, 243 27, 759

林業・木材産業改善資金助成法に基づく林業・

木材産業改善資金の貸付事業を行うために必要

な経費である。

１　林業・木材産業改善資金　　　　50, 000
２　貸付事務費　　　　　　　　　　 　990
　　　合　　　計　　　　　　　　　50, 990

県営林事業特別会計 116, 721 34, 710 36, 731 45, 280 116, 721 11, 377 87, 709 1 17, 334 300

森林資源を培養し、国土の保全と県有財産の造

成を目的とする県営林事業を行うために必要な

経費である。

　保育面積　37. 7ha

県営境港水産施設 
事 業 特 別 会 計

244, 192 16, 773 30, 896 196, 523 244, 192 36, 354 76, 816 1 122, 881 8, 140

境漁港の水産物流通の円滑化を図る県営境港魚

市場の運営に必要な経費である。

１　魚市場事業費　　　　　　　　  213, 296
２　公　 債 　費　　　　　　　　　30, 896
　　　合　　　計　　　　　　　　  244, 192



─  40 ─

会　　計　　名

歳　　　　　　　　　　出 歳 　　　　　　　　　　　　　　　　　　入

概　　　況　　　説　　　明
予　算　額

内　　　　　　　　　　　訳

予　算　額

内　　　　　　　　　　　訳

職員給与費 元利償還金 そ　の　他 事　業　費 国庫支出金
他会計からの

繰　越　金 事業収入 そ　の　他
借　入　金 繰　入　金

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

沿岸漁業改善資金 
助成事業特別会計

20, 223 20, 223 20, 223 223 19, 714 286

沿岸漁業改善資金助成法に基づく沿岸漁業改善

資金の貸付事業を行うために必要な経費であ

る。

１　貸　付　金　　　　　　　　　　20, 000
２　貸付事務費　　　　　　　　　　　  223
　　　合　　　計　　　　　　　　　20, 223

（県土整備部）
 
港 湾 整 備 事 業 
特 別 会 計

110, 800 12, 196 98, 604 110, 800 1 56, 799 54, 000

鳥取港と米子港の管理運営に必要な経費であ

る。

１　港湾管理事業費　　　　　　　　98, 604
２　公　　債　　費　　　　　　　　12, 196
　　　合　　　計　　　　　　　　  110, 800

（会計管理局）

収入証紙特別会計
10, 000 10, 000 10, 000 10, 000

収入証紙制度廃止に伴う経過措置の対応を行う

ために必要な経費である。

（教育委員会）

県立学校農業実習 
特 別 会 計

63, 659 3, 000 60, 659 63, 659 20, 080 43, 558 21
倉吉農業高等学校の農業実習に必要な経費であ

る。

育 英 奨 学 事 業 
特 別 会 計

880, 158 283, 734 596, 424 880, 158 216 277, 504 602, 438

高等学校及び大学等に在学する者のうち経済的

理由により修学が困難である者に対し、有用な

人材を育成するため、育英奨学資金の貸付事業

を行うために必要な経費である。
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会　　計　　名

歳　　　　　　　　　　出 歳 　　　　　　　　　　　　　　　　　　入

概　　　況　　　説　　　明
予　算　額

内　　　　　　　　　　　訳

予　算　額

内　　　　　　　　　　　訳

職員給与費 元利償還金 そ　の　他 事　業　費 国庫支出金
他会計からの

繰　越　金 事業収入 そ　の　他
借　入　金 繰　入　金

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

沿岸漁業改善資金 
助成事業特別会計

20, 223 20, 223 20, 223 223 19, 714 286

沿岸漁業改善資金助成法に基づく沿岸漁業改善

資金の貸付事業を行うために必要な経費であ

る。

１　貸　付　金　　　　　　　　　　20, 000
２　貸付事務費　　　　　　　　　　　  223
　　　合　　　計　　　　　　　　　20, 223

（県土整備部）
 
港 湾 整 備 事 業 
特 別 会 計

110, 800 12, 196 98, 604 110, 800 1 56, 799 54, 000

鳥取港と米子港の管理運営に必要な経費であ

る。

１　港湾管理事業費　　　　　　　　98, 604
２　公　　債　　費　　　　　　　　12, 196
　　　合　　　計　　　　　　　　  110, 800

（会計管理局）

収入証紙特別会計
10, 000 10, 000 10, 000 10, 000

収入証紙制度廃止に伴う経過措置の対応を行う

ために必要な経費である。

（教育委員会）

県立学校農業実習 
特 別 会 計

63, 659 3, 000 60, 659 63, 659 20, 080 43, 558 21
倉吉農業高等学校の農業実習に必要な経費であ

る。

育 英 奨 学 事 業 
特 別 会 計

880, 158 283, 734 596, 424 880, 158 216 277, 504 602, 438

高等学校及び大学等に在学する者のうち経済的

理由により修学が困難である者に対し、有用な

人材を育成するため、育英奨学資金の貸付事業

を行うために必要な経費である。
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